
 
インフルエンザが流行しています 

先月から、全国的にインフルエンザの流行がみられます。日宇中学校の保健室も体調不良で来室する人が増

えてきました。保健室には早退で保護者を待つ人や、ベッドで休んでいる人がいます。感染予防のためにも、

来室するときはマスクをつけて来てください。感染症をうつさない、うつらないための予防対策をお願いしま

す。また、これから寒くなりますが、手洗いやうがいもしっかりしましょう。 

 

もしインフルエンザと診断されたら…出席停止期間は？ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

インフルエンザの潜伏期間は１～３日です。右のような症状

がありましたら、インフルエンザを疑ってください。 

 

 

インフルエンザと診断された場合は、医師の指示に従い休養させてください。インフルエンザの種類（A型・

B 型）が判定されていましたら、お知らせください。 

また、数は少ないですが、新型コロナウイルス感染症も確認されています。インフルエンザと同じような

症状がありますので、体調が悪い場合は無理して登校せず、病院受診や自宅療養をしましょう。 

 

 

インフルエンザが

治っても、体力が落

ちている時は、さら

に別の病気にかか

りやすいものです。

お子さまの体調を

見られて登校を判

断されてください。 
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日宇中保健室 



 

 

スポーツ振興センター 

 

 

佐世保市では、昨年 10月 1日診療分から、医療機関などの窓口で、自己負担額の上限のみ支払う現物支

給方式に変わりましたが、学校管理下でのケガで病院を受診した場合は、スポーツ振興センター災

害共済給付を優先的に利用するようになっており、学校管理下のケガの治療は現物支給を受け

ないようになっています。    ※佐世保市役所HP 小中学生福祉医療制度「対象医療費」参照 

 

現物支給方式になって 1 年が過ぎましたが、最近、学校管理下のケガの治療で、福祉医療費助成を受けら

れている事例が多くなってきました。学校災害のケガの治療で病院を受診される際は、福祉医療費受給者証を

使用されないようにお願いします。（注１に該当する災害を除く） 

誤って助成を受けられた場合は、災害給付申請様式（下図参照）下部の「公費負担医療制度の利用状況」の

該当欄に☑を入れ、自己負担額を記入してご提出ください。（この部分は病院で記入されていることもありま

す。） 

     

注１） 学校の管理下の災害であっても、医療機関受診の治療費総額 5000点未満（保険使用で窓口支払総額

1500円未満）の場合は、災害給付の対象となりませんので、福祉医療費助成を受けられてください。 

注２）佐世保市の福祉医療費助成を利用したにもかかわらず、「公費負担医療制度の利用状況」にて「利用な

し」と報告して災害給付を受けた場合、佐世保市への返金手続きが必要になります。ご注意ください。 

学校での授業や行事中・部活動中・登下校中等、学校管理下での傷病（ケガ・病気）で医療機関を受診し、

ケガの治療にかかった総医療費（保険負担＋自己負担）が、5,000 円以上である場合（窓口で 1,500 円以上支払わ

れた場合）に限り、その４割が給付されます。該当者は、受傷後できるだけ早く、担任、傷病発生時の部活動顧問、

養護教諭 齋藤まで申し出てください。 

該当項目に☑が記入してあるか、学校に提出する前にご確認ください。 

 

再確認 


